
南部箕蚊屋広域連合介護保険料徴収職員の指定等に関する規則 

 

             平成31年４月19日 規則第３号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、介護保険料徴収職員（以下「徴収職員」という。）に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（職務） 

第２条 徴収職員は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の３第３項の規定により、

地方税の滞納処分の例により処分することができる次に掲げる徴収金（以下「徴収金」

という。）の徴収及び滞納処分事務に従事するものとする。 

(１) 介護保険法（平成９年法律第123号）第129条に規定する保険料その他同法の規定

による徴収金 

(２) 南部箕蚊屋広域連合介護保険条例（平成12年南部箕蚊屋広域連合条例第１号）に

規定する介護保険料に係る督促手数料及び延滞金 

（指定及び介護保険料徴収職員証の交付等） 

第３条 徴収職員は、徴収金の収納事務に従事する職員のうちから広域連合長が指定し、

その身分を証する証票として介護保険料徴収職員証（様式第１号）（以下「徴収職員証」

という。）を交付するものとする。 

２ 前項及び次項の規定により徴収職員証を交付したとき、又は第４項の規定による返納

を受けたときは、介護保険料徴収職員証交付簿（様式第２号）に必要な事項を記載して

整理するものとする。 

３ 徴収職員証を破損し、又は亡失したときは、直ちに理由を付して広域連合長に届け出

るとともに再交付を受けなければならない。 

４ 徴収職員証は、異動その他の理由により徴収職員の権限を必要とする当該職務から離

れたとき、又は有効期限を経過したときは、直ちに徴収職員証を広域連合長に返還しな

ければならない。 

（徴収職員証の携帯） 

第４条 徴収職員は、保険料の徴収及び徴収金の滞納処分のための財産の差押えを行う場

合又は財産の差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、徴収職

員証を携帯し、関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

  



様式第１号（第３条関係） 

 

（表） 

第  号            契印 

 

介護保険料徴収職員証 

 

 

所 属 

職氏名 

（    年  月  日生） 

 

  年  月  日交付 

 

南部箕蚊屋広域連合長        印 

 

（裏） 

１ 本証は、次の各号に掲げる徴収金の徴収及び地方税の滞納処分の例に

より行う処分に関する事務に従事する場合には必ず携帯しなければな

らない。 

(１) 介護保険法（平成９年法律第123号）第129条に規定する保険料そ

の他同法の規定による徴収金 

(２) 南部箕蚊屋広域連合介護保険条例（平成12年南部箕蚊屋広域連合

条例第１号）に規定する介護保険料に係る督促手数料及び延滞金 

２ 本証は、関係人の請求があったときはいつでもこれを提示しなければ

ならない。 

３ 本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

４ 本証は、資格を失ったときは、直ちに返還しなければならない。 

５ 本証の有効期間は、    年  月  日までとする。 

 

  

写 真 



様式第２号（第３条関係） 

 

介護保険料徴収職員証交付簿 

証票の 

番 号 
交付者氏名 交付年月日 

返 納 
契 印 

年月日 事 由 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


